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適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査について（協力依頼） 

 

 時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。また、平素より本会の活動に対

しまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、国土交通省においては、適正工期設定等をめぐり、令和元年６月に「新・担い

手3法」が成立し「著しく短い工期による請負契約の禁止」が新たに規定され、また令

和２年７月には中央建設業審議会において「工期に関する基準」が作成・勧告されて

おり、建設業の働き方改革の実現に向けて、取組を強化しております。 

この度、国土交通省から、今後の施策を検討するにあたって、工期設定等の実態調

査するため、別添のとおり協力依頼がありました。 

つきましては、本調査に関しまして貴会会員企業の方々に対し、ご周知いただきます

ようお願い申し上げます。 

 

（担当：労働部 菅原、吉田） 


